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熙熙ンン「
同

一
労
働
同

一
賃
金
」
の
実
現
は
、

働
き
方
改
革
の
柱
の
一
つ
で
す
。
も
ち
ろ

ん
、

正
規

・
非
正
規
間
の
格
差
を
な
く
し

て
し
ま
え
ば
問
題
解
決
で
す
が
、

そ
れ
で

は
経
営
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
悩
み
を
解
消
す
る
た
め
、

厚

生
労
働
省
は
、

「
非
正
規
比
率
の
高
い
７

種
の
業
界
向
け
」
と

「業
界
共
通
」
の
マ

ニ
ュ
ア
ル

（不
合
理
な
待
遇
格
差
解
消
の

た
め
の
点
検

・
検
討
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
を
公

開
し
ま
し
た
。
７
種
の
業
界
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
業

②
食
品
製
造
業

③
印
刷
業

④
自
動
車
部
品
製
造
業

③
生
活
衛
生
業

⑥
福
祉
業

Ｃ
労
働
者
派
遣
業
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

業
界
共
通
編
と
①
か
ら
⑥
は
主
と
し
て

パ
ー
ト

・
有
期
雇
用
労
働
法
、

④
は
派
遣
一

法
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

格
差
の
作
業
検

証
シ
ー
ト
等
も
採
録
し
て
い
て
、

実
務
的

に
対
応
す
べ
き
道
筋
が
み
え
て
き
た
感
じ

で
す
。

新
し
い
均
衡
待
遇
の
考
え
方
は
、

「
基

本
給
、

賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
」
格
差
の
合
理
性
を
検
討
す
る
一

と
い
う
も
の
で
す
。

た
と
え
ば
、

賞
与
に
一

差
が
あ
る
と
き
、

「
な
ぜ
賞
与
を
払
う
の
．

か
」
と
い
う
目
的
を
再
確
認
し

（貢
献
度

に
応
じ
た
配
分
等
）
、

差
を
設
け
る
理
由
．

を
特
定
し

（目
標
達
成
の
責
任
の
違
い
等
）、
一

合
理
性
を
説
明
で
き
る
か
否
か
を
確
認
し

ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

役
職
手
当
の
よ
う
に
容
易
に
説
明
の
つ
・

く
項
目
も
あ
れ
ば
、

精
勤
手
当
の
よ
う
に

理
由
の
つ
け
に
く
い
項
目
も
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、

半
分
の
手
当
に
つ
い
て
合

理
性
が
証
明
で
き
た
と
し
て
、

残
り
の
半

分
に
関
し
て
は
何
ら
か
の
是
正
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

つ
ま
り
、

部
分
的
に
は
非
正

規
社
員
の
人
件
費
を
上
方
に
押
し
上
げ
る

圧
力
が
生
じ
ま
す
。

こ
こ
数
年
、

最
賃
の
引
上
げ
に
よ
リ
パ
ー

ト
賃
金
は
急
ピ
ッ
チ
で
上
昇
し
ま
し
た
が
、

人
手
不
足
が
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
、

総
額
表
示
に
よ
る

「
量
的
な
修
正
」
で
す
。

そ
れ
に
加
え
、

今
後
は
、

個
々
の
項
目
ご
と
に
み
て
納
得

の
い
く
待
遇
の
確
保
と
い
う

「質
的
な
修

正
」
が
求
め
ら
れ
る
形
で
、

経
営
者
と
し

て
頭
の
痛
い
日
々
が
さ
ら
に
続
き
そ
う
で

す
。



職務関連賃金の努力義務

鋼
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一鶴
軽
題

買

目

目

□

い
わ
ゆ
る

「同

一
労
働
同

一
賃
金
」

の
原
則
に
つ
い
て
は
、

パ
ー
ト
・
有
期

雇
用
労
働
法
の
第
８
条

・
９
条
を
基
準

と
し
て
格
差
の
是
非
を
判
断
し
ま
す
。

第
８
条
は
格
差
に
関
す
る

「原
則
規

定
」
と
解
さ
れ
て
い
て
、

そ
の

「各
則
」

と
し
て
第
１０
条

（賃
金
）
、

第
１１
条

（教
育
訓
練
）、
第
１２
条

（福
利
厚
生
）

が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て

い
ま
す
。

第
１０
条
で
は
、

パ
ー
ト
・
有
期
一層
用

労
働
者
に
つ
い
て
も
、

「職
務
の
内
容
、

職
務
の
成
果
、

意
欲
、

能
力
ま
た
は
経

験
そ
の
他
の
就
業
の
実
態
に
関
す
る
事

項
を
勘
案
し
て
、

決
定
す
る
」
よ
う
求

め
て
い
ま
す

（努
力
義
務
）
。

た
だ
し
、

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
法
の
中
に
は
、

そ
の
も
の
ズ
”ハ

リ
、

賃
金
に
関
す
る
規
定

も
あ
り
ま
す
。

基
本
的
に
は

「成
果
（
意

欲
、

能
力
等
に
応
じ
て
、

適
正
な
賃
金
を

払
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
努
力

規
定
で
す
が
、

働
さ
方
改
革
関
連
法
に
よ

り
微
妙
な
修
正
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

退

職
手
当

・
通
勤
手
当
等
は
特
に
注
意
が
必

要
で
す
。

対
象
に
な
る
の
は
、

「職
務
関
連
賃
金
」

の
み
で
す
。

対
象
と
な
ら
な
い
賃
金
の
範
囲
は
、

「通
勤
手
当
、

家
族
手
当
、

住
宅
手
当
、

別
居
手
当
、

子
女
教
育
手
当
そ
の
他
名

称
の
如
何
を
問
わ
ず
支
払
わ
れ
る
賃
金
」

に
変
わ
り
ま
す
。

一
日
で
わ
か
る
と
お
り
、

新
し
い
規

定
で
は
、

退
職
手
当
が
対
象
か
ら
外
れ

て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、

退
職
手
当
も
職

務
関
連
賃
金
と
し
て

「職
務
の
内
容

・

成
果
、

意
欲
等
を
勘
案
し
て
決
定
す
る
」

の
が
望
ま
し
い
賃
金
項
目
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

そ
の
他
の
手
当
に
つ
い
て
は
、

「
職

務
の
内
容
…
」
等
を
勘
案
す
る
必
要
は

示
さ
れ
ま
し
た
。

実
務
上
、

よ
く
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る
の

が
通
勤
手
当
で
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は

「不
合
理
な
待
遇
等
に
関
す
る
指

針

（平
３０
．
厚
生
労
働
省
生
阜
督
狩４
３
０

号
と

の
中
に
基
本
的
な
考
え
方
が
述

べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
格
差
に
つ
い

て
は
、

問
題
が
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

・
本
社
採
用
の
労
働
者
に
は
交
通
費
全

額
を
支
給
し
て
い
る
が
、

店
舗
採
用

の
労
働
者
に
対
し
て
は

「近
隣
か
ら

通
う
こ
と
が
で
き
る
交
通
費
の
上
樫

を
設
定
し
て
い
る

。
所
定
労
働
日
数
が
多
い

（た
と
え
ば
、

週
４
日
以
上
）
正
社
員

・
パ
ー
ト
・

有
期
雇
用
労
働
者
に
は
月
額
定
期
相

当
額
を
支
払
っ
て
い
る
が
、

所
定
労

働
日
数
が
少
な
い
（た
と
え
ば
、

週
３

日
以
下
）
パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働

者
に
は
日
額
の
交
通
費
を
支
給
す
る

一
律
に
差
を
設
け
る
こ
と
が
ダ
メ
な

わ
け
で
は
な
く
、

事
情
に
応
じ
て

（合

理
的
な
理
由
が
あ
れ
ば
）
、

別
規
定
も

可
能
と
い
う
解
釈
で
す
。

成
果

・
能
力
考
慮
し
決
定

退
職
手
当
の
取
扱
い
変
更

現
在

（改
正
前
）
は
、

通
勤
手
当

（職

務
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
を
除
く
）、

退
職
手
当
、

家
族
手
当
、

住
宅
手
当
、

別
居
手
当
、

子
女
教
育
手
当
そ
の
他
と

規
定
さ
れ
て
い
ま
す

（改
正
前
の
パ
ー

ト
則
第
３
条
）
。
し
か
し
、

平
成
３２
年

４
月
１
日

（改
正
法
の
施
行
）
か
ら
は
、

な
い
け
れ
ど
、

同

一
労
働
同

一
賃
金
と

い
う
観
点
か
ら
、

格
差
の
是
非
が
問
わ

れ
ま
す
。

た
と
え
ば
、

昨
年
末
に
出
さ
れ
た

「
日
本
郵
便
事
件
、

東
京
高
判
平
３０

。

‐２
・
‐３
」
の
判
決
で
は
、

住
宅
手
当
等

に
関
す
る
格
差
は
不
当
と
い
う
判
断
が


